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岩倉市職員措置請求の監査結果 

 

地方自治法第 242条第１項の規定に基づき、川井野寄地区工業用地内の廃棄物処理

費用の旧土地所有者の負担を土地売買代金の１割とした合意についての岩倉市職員措

置請求書が提出された。 

 

第１ 監査の請求 

１ 請求人 

氏名 ○ ○ ○ ○ 

   住所 ○ ○ ○ ○ 

  

２ 請求書の提出日 

   令和３年６月 16日 

 

３ 請求の要旨（原文のまま掲載） 

請求根拠 

１ 事実経過 

（１）愛知県が岩倉市川井町及び野寄町地内で岩倉市川井野寄工業団地の造成を

行うにあたり、岩倉市は愛知県企業庁との間で候補地の選定等、用地買収の

取りまとめ等の業務を行ってきた。 

（２）岩倉市は、別紙目録１、同目録２の各土地（以下「本件各土地」という）

を含む当該工業団地の企業誘致検討地域約 93000平方メートルを選定した。 

    愛知県は同検討地域の各土地の所有者に対して「当該土地の地上及び地下

に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律２条１項に定める廃棄物がある場合、

又は愛知県に売渡した後に同廃棄物が発見された場合には、自費で、かつ、

責任をもって撤去します」と記載した確約書に署名、押印させて提出させた。 

    別紙物件目録１の田の所有者のＡ氏は平成 30年８月 23日に、同目録２の

田の共有者Ｂ氏、同Ｃ氏、同Ｄ氏は、平成 30年９月 29 日から同年 10 月 15

日の間に、それぞれ上記確約書に署名、捺印して愛知県にこれを提出した（以

下「本件各確約書」という） 

（３）愛知県と岩倉市は平成 31年４月 15日、岩倉市川井町及び野寄町地内での

岩倉川井野寄地区内陸用地造成事業についての開発基本協定（以下「本件協

定」という）を締結した。 

    本件協定においては、岩倉市は開発区域内で廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律２条１項に定める廃棄物が確認された場合には、速やかに旧地権者へ

撤去を指示し、撤去が履行されないときは、愛知県が指定する日までに岩倉

市が適正に処理することが合意されていた（18条） 
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 （４）愛知県と別紙物件目録１の田の所有者であるＡ氏は、令和元年７月 17日、

同土地を代金 4,057,200円で愛知県に売却する旨の売買契約を締結した。 

    また、愛知県と別紙物件目録２の田の共有者Ｂ氏、同Ｃ氏、同Ｄ氏は同日、

それぞれの三分の一の持分権について２人は4,373,833円、１人は4,373,834

円、合計 13,121,500円で同土地を愛知県に売却する旨の売買契約書を締結し

た。 

（５）一方、岩倉市建設部において、平成 28年ころから企業誘致検討地域内の産

業廃棄物の調査をした結果、別紙物件目録１の田については令和元年 12 月

16日に、同目録２の田については令和元年 11月６日、同月 13日にそれぞれ

産業廃棄物が地中に存在することが判明した。 

 （６）岩倉市は別紙物件目録１、２の土地の地中に存在する産業廃棄物の処理を

大興 渡邊特定建設工事共同企業体に処理を委託し、最終的に処理費用として

令和３年３月 112,860,000円を支出した。 

 （７）ところが岩倉市と愛知県は、令和３年２月、物件目録１及び同目録２の旧

所有者に対し、産業廃棄物の処理費用として売買代金の１割、即ち物件目録

１の旧所有者Ａ氏に対しては、405,720 円を支払わせる内容の合意を、物件

目録２の旧所有者Ｂ氏、同Ｃ氏、同Ｄ氏には、合計で 1,312,150円を支払わ

せる内容の合意をそれぞれ行った（以下、「本件合意」という） 

 

２ 本件合意にもとづく廃棄物処理費用の支出にかかる違法 

 （１）そもそもＡ氏及びＢ氏、Ｃ氏、Ｄ氏は本件各確約書を提出しており、愛知

県に対して、産業廃棄物を自費で、責任をもって撤去することを約束してい

る。 

（２）また、岩倉市は愛知県との本件協定で、「速やかに旧地権者へ撤去を指示し、

撤去が履行されないときは、愛知県が指定する日までに岩倉市が適正に処理

すること」を合意していた。 

（３）以上によって、本件の廃棄物の処理を第一次的に行うべきは別紙物件目録

１ないし同目録２の旧所有者であるＡ氏及びＢ氏、Ｃ氏、Ｄ氏であり、岩倉

市は旧所有者が履行しない場合に産業廃棄物の処理をする義務を負っている

に過ぎない。 

（４）したがって、本件各確約書を前提とすれば、産業廃棄物の処理費用

112,860,000 円は本件各土地の旧所有者であるＡ氏及びＢ氏、Ｃ氏、Ｄ氏に

おいて負担すべきであり、岩倉市は旧所有者がこれを支払うことができない

場合に、補充的に処理費用を立て替えることを愛知県との本件協定で約束し

ているに過ぎない。 

（５）上記の通り、岩倉市は本件各確約書及び本件協定に基づき、本件各土地の

売買代金相当額 17,178,700円（4,057,200円＋13,121,500円）の１割にあた
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る 1,717,870円ではなく、産業廃棄物の処理費用相当額 112,860,000円を負

担させるべき合意を本件各土地の旧所有者らと締結すべき義務がある。 

しかし、岩倉市は 1,717,870円のみを旧地権者に負担させる旨の本件合意

を締結してしまった。 

    

３ 求める措置 

以上の通り、本件合意によって違法に 111,142,130円の損害を岩倉市に負わ

せたものであるから、その回復の為、以下の措置を求める。 

 

                  記 

 

岩倉市は旧地権者が負担した 1,717,870円を返還するとともに、本件合意を破棄

し旧所有者に対し産業廃棄物処理費用として金 112,860,000円をそれぞれの土地の

産業廃棄物処理費用を案分し旧地権者に請求する措置をとること。 

 

 

追  記 

４ 求める措置② 

本件合意は岩倉市議会の議決が必要だと知りつつ、岩倉市議会の議決なく本

件合意によって違法に 111,142,130円の損害を岩倉市に負わせたものであるか

ら、その回復の為、以下の措置を求める。 

 

                  記 

 

 岩倉市は岩倉市久保田桂朗市長に対し本件合意を岩倉市議会の議決無く、本件合

意をした背任による本件合意であるから、動産である産業廃棄物処理費用、若しく

は本合意書が証明する、岩倉市が有する債権を勝手に放棄したとして金

111,142,130円を請求する措置をとること。 

 

※「４ 求める措置②」は、令和３年７月９日に請求人から追記の依頼があったも

のである。 

 

４ 事実証明書 

（１）資料１番     別紙物件目録１の登記事項証明書 

（２）資料２番     別紙物件目録２の登記事項証明書 

（３）資料３番     Ａ氏の確約書 

（４）資料４番１－３  Ｂ氏、Ｃ氏、Ｄ氏の各確約書 
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（５）資料５番     本件協定書 

（６）資料６番     Ａ氏の売買契約書 

（７）資料７番１－３  Ｂ氏、Ｃ氏、Ｄ氏の各売買契約書 

（８）資料８番１－２  産業廃棄物結果報告 

（９）資料９番     業務委託契約書 

（10）資料 10番     支出負担決議書 

（11）資料 11番１－２  本件合意書 

（12）令和３年５月 12日付で請求者から市へ提出した市民の声とこれに対する 

令和３年６月４日付の岩倉市建設部企業立地推進室長から請求者への回答 

（13）令和３年 6月岩倉市議会における堀議員の一般質問に対する市長の答弁の

記録 

（14) 令和３年６月 29 日付の岩倉市建設部企業立地推進室長から請求者への市

民の声の回答 

（15) 令和３年７月６日付で関戸郁文氏から請求人に対して送付した陳述会にお

ける質問に対する回答と地方自治法第 96条の条文 

※（12）～（15）については、請求書が提出された令和３年６月 16日以降に

提出されたものである。 

※ 事実証明書の本報告書への添付は省略する。 

 

５ 別紙物件目録 

（１）所在  岩倉市川井町萱野南 

     地番  14番 

     地目  田 

     地積  252㎡ 

（２）所在  岩倉市野寄町中田 

     地番  17番 

     地目  田 

     地積  815㎡ 

 

第２ 請求の受理 

  本件請求は、地方自治法（以下「法」という場合は、地方自治法をいう。）第 242

条に規定する所定の要件を具備しているものと認め、これを令和３年６月 16日付け

で受理した。 

 

第３ 監査の実施 

１ 請求人の陳述 

   令和３年６月 25日に、法第 242条第７項の規定に基づき、請求人から請求の要
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旨を補足するために陳述を聴取した。 

陳述においては、次のような趣旨の意見が述べられた。 

（１）求める措置の「違法」は、民法第 90条の公序良俗のことを言っており、公

序良俗に反して市が不法に支出する必要がないということを申し上げている。

あと、民法の強行規定にも反すると考えている。 

（２）「違法に 111,142,130円の損害を岩倉市に負わせたものであるから、その回

復の為に、以下の措置を求める。」とし、「岩倉市は旧地権者が負担した

1,717,870 円を返還するとともに」とし、合意書によってもらったお金を返

しなさいとしているのは、公序良俗に反する、違法の合意であるからである。 

（３）議会では、去年の 12月に 1億 7000万円の予算執行の賛否をとった。その

時には合意書はないはずだが何をもって議会側が予算執行を良しとしたのか。

関戸議員は、当然追加予算の執行の賛否を取るときに協定書を熟読している

はずである。 

（４）開発基本協定書第 18条には、「市は、県により都市計画法第 36条第１項の

工事完了の届出の日までに廃棄物が確認された場合には、すみやかに旧地権

者に撤去を指示し」とあります。なぜ議会は予算執行をされたのか。 

（５）関戸議員に質問するが、どういった資料で議会に付議されて、執行に至っ

たのか経緯を教えてほしい。私が見る資料では、なぜこれが整合性があって、

１億 7千万円の支出に至ったのかわからない。私が関戸議員に聞いているの

は、私が持っている以上の資料があったのかどうかである。議事録に出てこ

ない、例えば会派の部屋に市の担当者が説明に来て渡す資料があれば、賛否

に加味できない情報である。あくまでも公ですから。 

（６）私は合意書を撤回しろと言っているので、撤回するならいただいたものを

お返しするのは当然である。合意書に基づいて請求した 1,717,870円を返還

するとともに、本件合意を破棄し、合意書を交わす前の段階にする。開発基

本協定書、土地売買契約、確約書に基づけば、明らかに旧地主さんの責によ

るものである。 

（７）令和３年６月議会の一般質問で市長は「わたくしもやっぱり公費をもし使

うのであれば、市民の皆さんに対する説明責任が生じてまいりますので、所

有者の方にも負担を求める形で交渉するように指示をしてまいりました。」と

言われており、市長の指示で１割をもらっていこうという指示をされたとい

うことが聞き取れる。 

（８）令和３年６月議会の一般質問で市長は、「土地の返還を求められたり」と言

われているが、旧地主が土地の返還を岩倉市に求める権利はない。所有権移

転は愛知県に対して行われており、売り渡した先が岩倉市ではないから、そ

れを岩倉市に求めることが間違っている。 

（９）令和３年６月議会の一般質問で市長は、「土地所有者の方も産業廃棄物が埋
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まっていることはご存じなく」と言われているが、土地所有者の方が産業廃

棄物が埋まっているのをご存じでないわけがない。川井町萱野南の所有者は

相続によりもらっているから理解できるが、野寄町中田 17番の所有者の方は

平成７年に贈与でもらっている。調整区域の農地なので、贈与でもらってい

るということは間違いなく地目が田んぼのままである、というのは調整区域

のため地目変更ができない。贈与の場合は農業資格者でなければ所有権移転

をすることができない。野寄町中田 17番の３人は農業従事者ですよね、なお

かつ、所有権移転をするときは、農地の売り買いであり、農業委員会が現況

確認しているはずだから。当然登記しているから、法務局も現地確認してい

なければおかしくなってしまう。だから１筆の土地は贈与で、もう１筆の土

地は贈与ではない。だからＡさんは知らなかったといわれても理解するが、

Ｂ，Ｃ，Ｄさんの土地は私知らなかったというのは解せない。野寄町中田 17

番の登記簿の甲区２番、３人の方を見ると、Ｅさんが亡くなられたから、Ｂ

さんは相続によって持分の３分の１の相続を受けた。相続はこの人しか受け

ていない。全体の３分の１だけが相続であって、あと過半数以上の３分の２

は贈与で受けている、当然農業従事者ですから田んぼの守をしなければなら

ない。それがある日突然、産業廃棄物が埋められた、我々も被害者であると

いう理屈にならない。Ｂさんは東京に住んでいて相続で所有権移転をしてい

るのは、相続は農業従事者の資格がなくても受けられるが、贈与は農業資格

者でなければ受けられない。売買もできない。そのことを踏まえると、市長

の発言の中の「あるいは土地所有者の方も産業廃棄物が埋まっていることは

ご存じなく」といわれているが、ご存じでないわけはない。 

（10）令和３年６月議会の一般質問で市長は、「そしてご自身でも過去の誰に貸し

たかを調べ、」と言われており、田んぼを貸したのだなということで、「誰が

廃棄物を埋めたかを調査されたということもお聞きしています。」と言われて

おり、それなら、埋めた人に責任を取ってもらうだけである。仮によそにも

っていけば 500万円かかる産業廃棄物を 100万円でほかっていいと言ってほ

からせたが、自分で後でかたづけようとなると 500万円になる。Ｂ，Ｃ，Ｄ

さんは産業廃棄物処理費１億円を払えない、だから土地を返してくれという

感覚になる。産業廃棄物は、国や県が発見したらすみやかに是正措置を行う。

産業廃棄物が見つかって1千万円で土地を売っているのにその10倍の１億円

がかかるなら土地は売らないという心情はわかるが、産業廃棄物は土壌汚染

が懸念されるから速やかに処理しなければならない。だから売るのを止めた

ところで、あなたが処理しなければならないというだけのことである。しか

し、それを脅し文句的に市が土地を売るのに返せと言われると、企業庁のメ

ンツ丸つぶれで、この事業が頓挫することを見据えていっているのではない

か、それは脅しでないかと思う。その脅しに屈してどうして市がやらなけれ
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ばいけないのか。 

（11）基本協定書第 18条を見ると、「速やかに旧所有者に撤去を指示し、撤去が

履行されないときは、県が指定する日までに市が適正に処理する」とあるが、

これは、代替わり、代執行という言葉は適切ではないかもしれないが、代理

執行のことを書いてあるのではないか。協定書第 20条で費用の負担について

書いてあるが、あくまでも岩倉市が、やらない地主になりかわって代執行で

やってあげるだけの話で、当然その費用の責任は地主にある。 

（12）私が、市は処理費用の 1億 1,286万円をそれぞれの土地の地権者に案分し

て請求しろというのは、情報公開請求したところで案分が出てこないので市

の方で案分してほしい。土地面積で割るにも平米であるが、産業廃棄物は立

米であり、広い方の土地は２メートル以上掘削して土を入れ替えているが小

さい方の土地は 1.5メートル位の上層の入れ替えをしており立米が違うので

案分ができない。その案分ができないにもかかわらず、市は処理費用の負担

割合として、売買代金の１割、平米を分母に持ってきた。本来処理費用は立

米である。だから分母が立米でなければいけないものを、分母を平米、売買

代金に置き換えているので間違っている。立米の割合による負担割合は、私

の大方の計算では、１億 1264万円の処理費用のうち小さい方の土地は 1,200

万円、1 個の大きい方の土地は 1 億円、それを売買代金は平米の計算、平方

単価、坪単価ですから、そうすると、例えばＡさんが支払った 40万円は 1,200

万円で割れば、40万÷1200万円、3％です。Ｂ，Ｃ，Ｄさんが 130万÷1億、

1.3％です。ここで、市長がある程度所有者の方にも負担を求める形で交渉す

るよう指示してまいりましたといわれており、ある方には工事費用の 3パー

セントを請求する、ある方には 1.3％を請求する。これがどこに平等性があ

りますかと。法律業務であれば、憲法違反である。だから、合意書は公序良

俗の観点から言っても不整合であり棄却せよという処置をお願いしたい。 

（13）関戸議員にお聞きしたいのは、1 億 7,000 万円の予算執行をしたときはあ

くまで立替金だったという認識だったのか。それとも市が払わないといけな

いものだと思ったのか。例えば、500 万円の公用車を買うときに予算の議決

を取る。予算の執行なので。じゃあ 500万円で買った車を翌月に売るという

ときに議決は要らない。500 万円で買った車を 1 か月後に 100 万円で売った

となったら、議会は何も承認をしていないし、市長の勝手な権限でやれてし

まうことになる。そのプロセスは議会には上がるのか。 

（14）令和３年６月議会の一般質問で市長は「中々１割というところでは、私自

身も承服できかねる」と言われている。確約書や売買契約書があり、基本協

定書に費用の負担の第 20条がある。例えば第 20条では県が負担する費用も

市が負担する費用にも「第 11条第 4項の発掘調査に要するもの」とあり、2

分の１ずつ折半するということから当然こうなる。しかし、乙が負担する「第
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18条に定める廃棄物の処理に要するもの」は廃棄物の処理費用のことを言っ

ているのではなくて、岩倉市が代執行をするまでの経費のことを言っている

と読むのが妥当な読み方である。協定書第 11条で埋蔵文化財調査があるが、

「市は、本事業の施行に伴い必要となる下田南遺跡発掘調査（以下「発掘調

査」という。）を実施するものとする。市は、発掘調査を県が指定する日まで

に完了しなければならない。市は、発掘調査の施行にあたっては」とある。

この協定書は企業庁の造成開発に係る協定書だが、なぜ第 11条の条文が入っ

てくるのか。開発者がやることです。文化庁のホームページで事業者負担と

ある。事業者とはあくまでも企業庁である。事業者負担で企業庁がやること

なのに、岩倉市が結果的に 8億とか 4億出すことになっているが、なぜそん

な協定を結ばされているのか。企業庁がやることだけどこの協定ではいきな

り岩倉市はとなっている。第 11 条に規定する別途締結する覚書は、平成 31

年４月 15日に締結している。第 11条の埋蔵文化財のことは、協定書から破

棄しなさい、協定書はおかしい。産業廃棄物は、発見されたら、すぐに土壌

汚染の観点からやりなさいとなるが、埋蔵文化財はもう、数年前、数百年前、

数万年前から埋まっているから現状維持にしておいてくれとなっている。そ

この上に何かの建物を建てたかったりするのであれば、それはきれいに発掘

してくださいよという法律である。すなわち、開発に伴ってなぜ市が埋蔵文

化財の発掘調査をしなければいけないのか。なぜ岩倉市が愛知県に対して調

査をするという届出を出しているのか。 

（15）協定書に関しては、こういうことに基づいて、合意書は不整合だ、民法の

公序良俗の観点から違法なので、このような合意書は当然破棄して、当然お

預かりしているお金はお返しして破棄して、代執行代 118万円、いわゆるご

み屋敷のような、ああいうものに準ずる行政代執行権を発動してもいいわけ

です。産業廃棄物の処理に関しても。でもその処理をとらなかった、とれな

かったかもしれませんが。とらなかったがゆえに本来なら行政代執行で行え

るのは国税、国税に準ずるものですから、当然遅延損害金を請求できる。当

然差し押さえもでき、先取特権もある。だけど行政代執行に則らなければ、

当然遅延損害金の請求はできないし、差し押さえもできない。だから請求し

なければ、後は相手が払うかどうかは別問題だが、市が代執行して遅延損害

金が付くとしても、相手が払わなければ、押さえるものがなければ、差し押

さえはできない。それでは、いつまでも公金支出で返ってこない。その手は

ずを取らずして、なんでこの予算執行してから、合意書で 90何％要りません

と。だったら、1 円もいりませんといえばいいのに、売買代金の 1 割を請求

する根拠が見えない。それが市長のおっしゃる何か払わせないと市民が気が

すまないだろうという感覚なのか。 

（16）請求書にある「立て替える」とは、協定書の第 18条に「すみやかに旧所有
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者に撤去を指示し」とあるので、当然これは責務は旧所有者にあるというこ

とが明白である。なお、これをやらなければ市が成り代わってやりなさいよ

と読み取る。それが第 20条の市が費用負担するところで、「廃棄物の処理に

要するもの」は「処理に係る経費」を示す。 

（17）相続の場合は、不法転用して現況が雑種地になっていても相続が行われる。

だけど、贈与の場合は、現況が変わっていれば農業委員会が必ずバッテンを

出す。不法転用はいかんぞと。そのために税金も安い。だから市長がおっし

ゃるように元の地主が知らなかったなんてことは絶対にありえない。もしそ

れを市長がそうなんだといえば、法務局が怒る。農業委員会も怒る。だから

市の方も、課税がいつから現況課税の雑種地課税になっていたか。岩倉市の

記録を見ればわかる。市の保存が５年だとしても、もっと 5 年、10 年、20

年の資料を持っているからわかる。そこの過渡期に埋められたということに

なる。これは、犯罪である。Ｂ，Ｃ，Ｄさんが市の職員に知らなかった、相

続でもらってもらった時から埋まっていたといえば、これは詐欺になる。こ

れは市からお金をせしめるための作り話をしたということになる。 

 

２ 監査の対象部局 

（１）監査対象部局 岩倉市建設部企業立地推進室 

 

３  監査対象部局の説明 

    監査の対象部局に関係資料の提出を求め、令和３年６月 30日に関係職員から

説明を聴取した。その概要は以下のとおりである。 

なお、産業廃棄物を処理した土地は２筆あり、それぞれ旧所有者が異なるため、

筆ごとに状況が異なる場合は、それぞれを区分して記載している。（以下同じ。） 

 

（１）平成 28年から平成 30年にかけて廃棄物の有無について調査した場所は、

どのようにして決めたのか。また、その中に２筆の土地を含めなかったこと

について。 

地歴調査を行っているので、開発区域の過去の航空写真や昔の住宅地図を

見ながら過去の使用状況を調べており、その中で廃棄物の可能性についても

確認している。また、平成 28年から平成 30年度にかけて、埋蔵文化財発掘

調査の範囲確認を行うための試掘調査に併せて、廃棄物の有無を確認してい

る。旧所有者の意向により、調査を行わなかった場所もある。 

廃棄物が出てきた２筆の土地について、この調査を行わなかった状況は次

のとおりである。 

＜川井町萱野南 14番＞ 

旧所有者によれば、この土地は相続により得たものであり、市から言わ
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れるまで、この土地が自分のものであるということを知らなかった。また、

この土地にある建物がだれのものであるかわからないとのことであった。

県との土地の売買契約をする際に、旧所有者において更地にしていただく

必要があったので、建物を撤去することについて旧所有者は弁護士に確認

を求めることにした。建物の撤去の手続に時間がかかったことから、市は、

土地売買契約の前に廃棄物調査を実施することができなかった。 

 

＜野寄町中田 17番＞ 

旧所有者から市に対して、現在、この土地を第三者に賃貸し、資材置き場

等として利用していることから、土地売買契約により名義が変わるまではこ

れまでと同様の形で土地利用をしたいという申し出があったため市は了承し、

土地売買契約の前に廃棄物調査を実施することができなかった。 

 

（２）土地売買契約を締結する前に、市は廃棄物が埋められている可能性を予見

できなかったか。 

今回の開発区域全体について平成 30年度に地歴調査を行った結果、産業廃

棄物の埋設は極めて低いと判断されていたことや、平成 28年度と 29年度に

埋蔵文化財の試掘調査に合わせて約 60 か所で実施した産業廃棄物の調査に

おいても廃棄物が確認されなかったこと、さらには、川井町及び野寄町の地

権者で構成される土地開発推進委員会から廃棄物が埋められているという指

摘がなかったことから、産業廃棄物が埋設されているという認識はなかった。 

旧所有者と県の土地売買契約に当たっては、県に確約書を提出しているが

大丈夫ですねと確認し、旧所有者もそういうことはないという回答だったの

で、旧所有者を信じて契約した。 

 

（３）産業廃棄物が確認されて以降、市は確約書に基づき旧所有者に廃棄物の撤

去を求めたか。また、市が処理費用を全額負担し、旧所有者は土地売買代金

の１割の負担とするに至った経緯について 

２筆の土地の旧所有者との交渉等の経過は次のとおりであった。 

＜川井町萱野南 14番＞  

日 時 撤去の指示及び交渉内容等 

令和元年 12月 16日 市が産業廃棄物を確認した。 

令和２年１月 22日 市は、産業廃棄物が確認されたことを旧所有者に

伝え、口頭で産業廃棄物の撤去を指示した。 

同年 6月 16日 旧所有者から、「処理費用を負担することは一定理

解しているが、産業廃棄物が確認された場所がも
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う１か所あると聞いているので、負担割合等は同

等に扱ってほしい。」との回答があった。 

同年 10月 28日 旧所有者から、令和２年 6月 16日と同様の回答が

あった。 

令和３年２月 24日 旧所有者が土地売買代金の１割を支払うことを定

めた合意書を県、市、旧所有者で締結した。 

 

＜野寄町中田 17番＞ 

日時 撤去の指示及び交渉内容等 

令和元年 11月 6日・

13日 

市が産業廃棄物を確認した。 

同年 11月 25日 市は、旧所有者（３名のうちの１名をいう。以下、

この表において同じ。）に産業廃棄物が確認された

ことを伝えた。 

同年 12月 27日 市は、口頭で旧所有者に産業廃棄物の撤去を指示

した。旧所有者から、「強行に費用負担をしろとい

うなら売買代金を全額返却するので売買契約を破

棄し土地を返してほしい。」と言われ、市は「再度

検討して訪問する。」と答えた。 

令和２年２月 18日 市は産業廃棄物の処理費用の負担について理解を

求めたが、旧所有者から、「この件について弁護士

に相談しており、費用負担については何も答えら

れない。弁護士からも、県から旧所有者に支払う

予定の土地売買代金の残金３割分は受け取らない

よう言われているので、振込は待ってほしい。も

し振り込まれたら供託する。」と言われる。 

同年２月 29日 旧所有者から、「自分が知らないところで産業廃棄

物を埋められ放置されたことに納得できない。土

地を貸した業者の追跡と聞き取りを行い事実関係

をはっきりさせ、埋めた者に処分させたいと思っ

ているので、あと１～２週間の時間をほしい。」と

の申し出がされた。 

同年３月４日・９ 

日 

旧所有者から、「弁護士と協議を行いながら、産業

廃棄物を埋めた者を探しているので時間がほし

い。」と言われる。 

同年３月 17日 市から、「産業廃棄物処理の話は市が責任を持って
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対応するので、土地売買代金の残額の支払と分け

て考え、県による土地売買代金３割分の支払手続

を進めたい。」と依頼したところ、旧所有者から、

「産業廃棄物処理と土地売買代金３割分の受領は

セットであると考えているので、県に３割分の支

払を待つよう依頼してほしい。」と言われた。 

同年４月７日 県が、旧所有者に土地売買代金３割分の振込を行

う。 

同年６月１日 旧所有者から、「これまでに土地を貸した業者の追

跡と確認を行ってきた。４月７日に土地売買代金

の３割分が振り込まれていたことを確認し、市と

の交渉は終結する。市に協力することはやぶさか

ではないと考えていたが、自分が預かり知らぬ産

業廃棄物の処理費を負担するなら土地を返しても

らい、時間をかけてでも埋めた者を突き止め、処

理させたいと考えている。」と言われる。 

同年 11月 20日 市は、「県からこの土地の産業廃棄物の処理を令和

３年６月末までに行うよう指示があった。市が全

額処理費用を負担することは、議会や市民に納得

を得られない。市の顧問弁護士の見解では、撤去

費用の全額を旧所有者に負担を求めることは権利

の濫用に当たると考えられ、土地売買代金の５割

程度の負担を求めるべきとの見解であった。」と伝

えたところ、旧所有者は、「一定の処理費用の負担

はやむを得ないと考えていた。」と回答があった。

市から「どの程度であれば負担していただける

か。」と尋ねたところ、旧所有者から「土地売買代

金の１割の負担であればやむを得ない。」と回答が

あった。市がその理由を尋ねたところ、旧所有者

は、「自分で業者に産業廃棄物の処理を依頼するの

であれば市が処理するほどの額はかからないと考

えられるので、１割程度が妥当である。」と回答が

あり、市は土地売買代金の１割の支払を求めるこ

とで合意した。 

令和３年２月 26日 旧所有者が土地売買代金の１割を支払うことを定

めた合意書を県、市、旧所有者３名で締結した。 
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（４）市顧問弁護士の処理費用についての負担に関する見解について 

＜川井町萱野南 14番＞ 

     旧所有者から、産業廃棄物が確認された箇所がもう１か所あると聞いてい

るので負担割合は同様に扱ってほしいとの要望があったため、市顧問弁護士

に見解等は尋ねていない。 

 

＜野寄町中田 17番＞ 

市顧問弁護士からは、「旧所有者が産業廃棄物の存在を全く知らなかったと

いう事をもって、100％免責されることはなく、一定の負担をしてもらうこと

は必要と考えられる。旧所有者との協議になるが、撤去費用が土地売買金額

を超える金額を要する場合に、売買金額以上の義務履行を求めるのは権利の

濫用にあたるので、最高でも土地売買金額までの負担を求めることになると

考えるが、個人的な感覚では、土地売買金額の５割程度を求めるべきではな

いかと考える。」という見解が示された。 

 

（５）旧所有者から県に提出された確約書の内容と市と県が交わした開発基本協

定書に基づく廃棄物の処理の考え方について 

土地売買契約前に旧所有者から県あてに提出された確約書は、自分が所有

する土地の地上及び地下に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１

項に定める廃棄物がある場合、又は売り渡した後に当該廃棄物が発見された

ときは、自費で、かつ、責任を持って撤去することを旧所有者が県に対して

確約するものである。 

 開発基本協定書は、県が岩倉川井野寄内陸用地造成事業について、県及び

市が円滑かつ早期に完了するよう事業の推進を図り、相互に協力することを

定めたもので、県及び市の役割分担等について定めている。 

廃棄物の処理に関しては、開発基本協定書第 18条第１項で「乙（市）は甲

（県）による都市計画法第 36条第１項の工事完了の届出の日までに、開発区

域内の土地に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項に定める廃棄

物が確認された場合には、すみやかに旧地権者へ撤去を指示し、撤去が履行

されないときは、甲（県）が指定する日までに乙（市）が適正に処理する」

と規定され、同協定書第 20 条第２項で乙（市）が負担する費用として「第

18条に定める廃棄物の処理に要するもの」と規定されている。 

このことから、廃棄物が確認された場合は、市が旧所有者に対して廃棄物

の撤去を指示し、旧所有者において廃棄物の撤去が履行されないときは県が

指定する日までに市が市の費用負担により当該廃棄物を適正に処理すること

を定めたものである。 
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（６）土地売買代金の１割を旧所有者が負担することを定めた合意書に県を含め

た理由について 

     もともと県は、開発事業者という立場で旧所有者と契約している。そうい

う中で、市と旧所有者が協議し、県も入れて３者で合意することにした。 

 

（７）旧所有者の負担割合を決めるときに、土地売買代金を基準とするのではな

く、廃棄物処理費用を基準としなかったのはなぜか。 

市の顧問弁護士と相談する中で、土地売買代金を基準とするという回答を

得ていた。市はそれ以上の考えを持っていなかった。 

 

（８）市が処理費用の全額を負担し、旧所有者から市に土地売買代金の１割を負

担させることで事業を当初の計画どおり進めることにしたが、計画通り進め

た場合の市の収支見通しと事業が遅れた場合又は頓挫した場合の収支見通し

について 

     この事業が計画どおりに進んだ場合の支出は 719,290千円（しゅん工まで

に要する費用（配水管布設工事、埋蔵文化財調査等）569,290 千円＋引渡し

後に要する工場等新設奨励金 150,000千円）であり、引渡し後（令和 6年度

以降）に得られる収入は毎年 100,000千円と見込んでいることから、令和 13

年度以降は黒字になると見込んでいる。 

一方、仮に今回産業廃棄物が発見された土地の旧所有者と産業廃棄物の処

理費用の負担の交渉を今後１年間継続した場合は、交渉の継続により、市の

補正予算が認められず産業廃棄物の処理が行えないことから、造成工事に影

響が生じた場合は、請負業者から損害賠償も求められる可能性がある。収支

見通しは、賠償額によるため、試算することは困難だが、多額となる場合が

想定される。なお、市の補正予算が認められ、市において産業廃棄物を処理

し、造成工事に影響が生じない場合は計画通り進んだ場合と同様に令和 13

年度以降黒字になる。 

万一、川井野寄工業団地が完成せず、途中で頓挫した場合は、市が令和２

年度までに支出した 424,000千円、市が将来得られる年間 100,000千円の税

収に加え、請負業者からの損害賠償が求められる可能性があり、損害額が多

額となることが想定される。 

 

（９）確約書を根拠にして、旧所有者に廃棄物処理費用を強制的に支払わせる手

続を取らなかったのか。 

    ＜川井町萱野南 14番＞ 

     野寄町中田 17番の旧所有者のような土地の返還請求はなかったものの、旧
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所有者は野寄町の土地と同様の取扱いをしてほしいとの意向であったため。 

 

 ＜野寄町中田 17番＞ 

     旧所有者に産業廃棄物の処理を求める交渉を行う中で、自ら廃棄物を埋め

た者を探し、その者に廃棄物処理をさせたいと考えるため、土地の返還を求

めたいという請求があった。この請求について市顧問弁護士に尋ねたところ、

土地の返還請求訴訟が起こされる可能性があるという回答であったため、事

業の進捗に及ぼす影響を考慮し、強制的な措置を行わない方針とした。 

 

（10）市が処理費用を全額支出し、旧所有者から処理費用として土地売買代金の

１割を市に支払わせることとしたことは、令和３年 12月議会での補正予算に

よる処理費用の支出の議決とは別に、岩倉市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条、地方自治法第 96条第 1項第８号、

第 10号等の規定に基づき議決は得なくてもよかったのか。 

     補正予算の審議の際に、旧所有者と処理費用の負担について合意した旨を

説明し、予算の議決を得たことから、補正予算とは別に合意に関する議決に

ついては、必要であったという認識はない。 

 

（11）産業廃棄物が２筆の土地から発見されてから、令和２年 12月議会で処理費

用の支出についての補正予算の議案を提出するまでの間、全員協議会等で市

議会議員に経過を説明しなかったのはなぜか。 

     令和２年12月議会に提出する予定の議案を説明する令和２年11月20日の

全員協議会前に会派を回って経過を説明したが、それ以前は説明できなかっ

た。 

 

４ 関係人 

（１）愛知県企業庁企業立地部工務調整課 

（２）岩倉市建設部商工農政課 

 

５  関係人の説明等 

（１）愛知県企業庁企業立地部工務調整課 

地方自治法第 199条第８項の規定に基づき、関係資料の提出を求め、令和３

年７月１日に説明を聴取した。その概要は以下のとおりである。 

    なお、説明の聴取に先立ち、関係人から合意書締結の経緯及び県企業庁（県）

の考え方、県による用地造成事業について次のような説明があった。 

 

＜合意書締結の経緯及び県の考え方＞ 
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    県及び岩倉市は、開発基本協定書第 18条第 1項において、工事完了の届出の

日までに廃棄物を確認した場合は、市が旧所有者に撤去を指示し、撤去が履行

されないときは市が適切に処理することを合意している。 

    県は、廃棄物の撤去費用について、以下のとおりであると認識している。 

   ・市が開発基本協定に基づき、旧所有者へ廃棄物の撤去について指示を行った。 

   ・市と旧所有者との間で撤去費用の協議を行い、双方で費用の負担割合を合意

した。 

   ・市は旧所有者から、県からも処理費用を請求されないよう確約がほしいとの

依頼を受けた。 

   ・旧所有者の依頼を受けたため、市が合意書を作成し、第４項に旧所有者に本

合意書に基づくもののほか一切請求しない旨の内容の項を設け、県、市及び旧

所有者の３者による合意書を締結した。 

   ・廃棄物の撤去費用の負担については、市と旧所有者との間で合意したもので

あり、県は撤去費用について関与していない。 

 

＜県による用地造成事業について＞ 

    工業用地の開発には、民間による開発や公共による開発などがあるが、県が

用地造成事業を行うことによる市のメリットは、一般的に次のようなものが考

えられる。 

   ①用地取得や造成工事などに係る市の予算措置の必要がない。 

   ②市の担当職員の新たな増員が不要。 

   ③農地転用許可の手続が不要になるなど、県関係の協議が容易となる。 

   ④造成工事や企業誘致のノウハウがある。 

    市はこれらメリットを考慮して、県による当地区の開発を要請したと考えて

いる。市は開発に必要な要件を整理し、県はこれを受けて当地区の開発決定を

行い、現在、事業を進めている。 

 工業用地の開発から分譲までの流れとしては、開発構想段階、開発準備段階

で、主に市がこういうものを作っていきたいという原案を作成し、開発検討段

階のあたりから県も携わることになる。県は、市が「地区計画の策定、位置づ

け」「用地取得の見込み、同意書の受領」「事前に地質調査、ボーリング調査を

行い廃棄物、土壌汚染がないことの確認」「採算性の確保」「企業立地の見通し」

「市町の積極的な協力」という要件を整理したことを確認した上で開発を決定

し、公表した後に、造成工事、分譲をし、事業を終える。 

 

ア 確約書は開発区域内の全ての地権者から得ているか。また、確約書を得

るときは、廃棄物の処理費用がかなり高額になる可能性があることをどの

ように説明しているか。 
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全ての地権者から、開発の同意書をもらう際に確約書をいただいている。 

今後進めていくにあたって、地権者と県でその後紛争にならないように

確約書をいただくということで、特に処理に要するお金が高額になるとい

うことは考えず、廃棄物が出てきたらお願いしますということでもらって

いる。 

 

イ 確約書は県と旧所有者の間で交わすものであるが、確約書を交わした   

後は県と市は基本協定書を締結し何かあったときは市が廃棄物の調査に入

るという手続について旧所有者に説明しているか。 

      開発準備段階で、市で廃棄物、土壌汚染の確認をやっていただいている

ので、我々は廃棄物が出るというつもりではなく、ある程度は押さえてい

ただいており大丈夫という中で進んでいると思っている。 

 

ウ 確約書は、実態として機能するものか、どのように位置づけて得ている

ものか。 

市は開発区域内で廃棄物調査をしており、絶対ではないが出ないという

前提であり、確約書をいただいた後、開発基本協定を結び廃棄物の処理は

市の役割と定めるので、それまでのつなぎ的な役割の位置づけとして入手

し、市も安心して開発同意の協定の締結を受けていただけるものと考えて

いる。 

 

エ 土地売買契約をする前に２筆の土地で廃棄物の有無が確認できていない 

ということは市から報告があったのか。 

廃棄物調査の報告書を市からもらっており、市はその中で廃棄物調査を

していないところがあるということについて言及している。具体的には「埋

め立てし、農地以外に利用されている駐車場や建物敷地については、実施

していないため廃棄物があるか不明瞭である。」と書かれている。 

 

オ 市が土地売買契約前に廃棄物の調査をできていない理由は聞いていたか。 

＜川井町萱野南 14番＞ 

建物があり、売買契約後に撤去していただかないと調査ができないと市

から報告があった。 

  

＜野寄町中田 17番＞ 

旧所有者から駐車場、資材置き場として利用されたいという申し出があ

り、廃棄物調査は地面を掘るのでそのような利用ができないということで、

利用の時期について申し出をいただき調査ができないと市から報告があっ
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た。 

 

カ 土地売買契約を締結する前に、県は廃棄物が埋められている可能性を予

見できなかったか。 

開発要件の中で、100％の調査をしたわけではないが廃棄物がないという

報告を受けており開発要件が整ったと整理しているので、それを信用して

いた。確約書をもらうときに、こういう話があれば出ていると思う。ご本

人も廃棄物が埋まっているという認識がなかった。その後の交渉の過程で

も市からは、旧所有者は廃棄物のことは知らなかったと言われていると聞

いている。 

 

キ 売買契約の際に廃棄物の処理についての話をしたか。 

基本協定書があるので、私たちからは通常通り土地売買契約をした。確

約書はあるが、基本協定書第 18条で廃棄物があったら市が処理するとなっ

ているので市が対応すると考えていた。 

 

ク 土地売買代金の１割の費用負担を定めた合意書に県を含めた理由につい 

 て 

旧所有者から、市にお金は払いますが、県からも処理費用を請求されな

いよう確約が欲しいとの依頼が市にあったので、市が旧所有者と協議し合

意書を作成した。令和３年２月 18日付岩企立発第 100号で岩倉市長より県

へ「下記土地にて確認された廃棄物について、旧地権者と協議した結果、

廃棄物処理費用の一部を負担することで合意に至りました。つきましては、

別添合意書を締結したいので、ご異存がなければ押印のうえ、合意書２通

をご返送願います」と依頼があったので、合意書に締結した。 

 

ケ 合意書を締結したことについて違法であるという認識はあるか。 

      違法の認識はない。請求者は県に賠償責任があると主張しているが、県

になぜ責任が生じるのか不明なため教えてほしい。 

 

コ 市が処理費用の全額を負担し、旧所有者から市に土地売買代金の１割負

担をさせることで事業を予定通り進めることにしたが、予定通り進めた場

合の県の収支見通しと事業が遅れた場合又は頓挫した場合の見通しについ

て 

県は、開発基本協定に基づき、市が産業廃棄物を市の責務において適切

に処理することと認識しているため、市において土地売買代金の１割負担

を求める決断をしたことが、県の収支見通しに影響を及ぼすことはない。 
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費用の収支見通しの算出時点を令和３年３月末とした場合、しゅん工ま

でに要する費用については、用地・補償費、調査費、工事費、事務費及び

支払利息等、合計で約 2,900,000千円になると想定しており、県が企業へ

引き渡した際に得られる収入は、分譲地の売却金額で全区画を売却した際

の収入は、約 4,400,000千円を見込んでいる。県が分譲地を企業に引き渡

した後に要する費用はない。 

  一方、仮に今回廃棄物が発見された土地の旧所有者と処理費用を負担さ

せるように交渉を今後１年間継続した場合については、県は現在契約中の

造成工事をその間中止する。このことに伴い、公共工事請負契約約款に基

づき、工事の一時中止に伴う増加費用を請負業者と協議して支払うことと

なるが、その費用については、請負業者から具体な請求がなければ算出で

きない。また、中止期間中の工事現場の維持管理費用として、１年分の草

刈りなど約 16,000 千円が必要となり、その他にも１年分の支払利息約

６,000千円が見込まれる。令和３年６月に全区画で企業との土地売買契約

を締結しており、旧所有者との交渉継続により企業への土地引渡時期が１

年遅れても企業が待っていただける場合は１年分の支払利息約６,000 千

円の損害となる。また、土地引渡時期の遅延により全ての企業から契約解

除の申入れがあった場合、最大で約 4,400,000千円の損害が発生すること

になる。なお、県が企業に引き渡し後に要する費用はない。造成工事完了

後、全ての分譲区画が完売すれば、精算し完了することとなる。 

万一、川井野寄工業用地が完成せず、途中で頓挫した場合は、買収済み

の用地は、地区計画により用途が工業用地として定められており、工事が

未完成のままでは、土地が売却できない状態の用地を保有せざるを得なく

なる。その場合の県の損害は、令和３年３月末までにかかった費用として、

用地費や調査費及び工事費など約 1,900,000千円と想定している。加えて、

今後の損害として、工事請負契約の解除による請負業者からの損害賠償請

求のほか、それら保有地の売却完了までにかかる費用としての支払利息約

６,000千円や草刈り等の維持管理費用約 16,000千円、合計約 22,000千円

が毎年かかると想定している。 

 

（２）岩倉市建設部商工農政課 

建設部商工農政課に対し、地方自治法第 199条第８項の規定に基づき、文書

による照会を行い、得られた回答は次のとおりであった。 

ア ２筆の土地についての農地転用違反の指導について 

＜川井町萱野南 14番＞ 

農地転用違反について指導の事実の確認はできていない。 
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＜野寄町中田 17番＞ 

平成 29年当時の担当者に確認したところ、平成 29年度（月日は不明）

に、この土地に柵の設置を始めているという通報があったため、担当者が

現地に赴き、作業中の作業員に対しこの土地が農地であり、農地転用の手

続がされていないため柵の設置はできない旨を説明し、工事を中止し、柵

を撤去するよう指導した。当該指導に関する決裁文書等の記録は確認でき

なかった。また、これ以外に、農地転用違反について指導の事実の確認は

できていない。 

 

イ 相続を理由とした所有権の移転と贈与を理由とした所有権の移転の際の 

農業委員会の現地確認の状況について 

     ＜相続による所有権移転＞ 

「相続」を事由とした所有権の移転の際は、農地法第３条の３第１項に

基づき、市農業委員会への届出が義務付けられている。 

川井町萱野南 14番に係る平成 17年 3月、同年 5月及び平成 26年 4月の

届出、野寄町中田 17番に係る平成 27年 12月の届出については、現地確認

を行っていないので、この確認に関する書類は存在しない。 

 

＜贈与による所有権移転＞ 

「贈与」を事由とした所有権移転については、農地法第３条第１項に基

づき、市農業委員会の許可を得る必要がある。この許可に当たって、市農

業委員会は、現地確認を行っている。 

野寄町中田 17番に係る平成 7年 9月の許可に係る現地確認の文書は、存

在しない。 

 

６ 監査の対象事項 

請求書に記載されている内容、これに添付された事実を証する書面及び請求人

の陳述の内容等から、次の事項を監査の対象とした。 

(１) 確約書と基本協定書の関係と合意書が不整合であるといえるか。 

(２) 合意書の締結に際して議会の議決を経なかったことは、違法又は不当な手続

に当たるといえるか。 

(３) 合意書により旧所有者の処理費用の負担を土地売買代金の１割としたこと

は、違法又は不当な合意に当たるといえるか。 

(４) 市に損害が発生しているといえるか。 

 

第４ 監査の結果 

１ 監査委員が確認した事実 
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（１）川井野寄工業団地開発計画について 

    市が県に平成 31年２月５日付岩企立発第 106号で提出した「岩倉市川井野寄

地区工業団地用地開発について（要請）」には、川井野寄地区工業団地用地開

発を行う理由等について、次のように記載されている。 

地区近隣の高速道路のインターチェンジ等から近い市街化調整区域には、ア

クセス性を生かした物流倉庫や医療、自動車部品等の先端技術工場の立地が進

んでおり、企業訪問や来庁相談などから一宮市や小牧市の工場等の老朽化によ

る本地区の工業用地の需要は多く、潜在需要がある。既成の市街化区域にはま

とまった一団の工業用地を確保することが極めて困難であり、企業の工場移転

や拡大などの要望に十分に応えることが出来ない状況となっている。その結果、

工業用地を求める企業は、市外若しくは県外へ用地を求めるようになっており、

地域経済上も看過できない状況となっている。市としては、安定した雇用の場

を確保するため、新たな産業による地域経済の好循環を図るための新たな工業

用地が必要と考えており、地域資源を生かした活力あふれるまちを目指してい

る。 

開発要請地は、「岩倉市都市計画マスタープラン（平成 23年 3月策定）」では、

交通利便性の高い地域であり隣接市の用途区域でも工業系のため「工業系市街

地拡大検討地区」として位置付けている。また、農業振興地域内の農用地であ

ることから、岩倉市農業振興地域整備計画において開発構想を位置付けるよう

進めている。さらに、都市計画の観点から都市計画法第 12 条の４第１項第１

号に基づく地区計画を定め、適正な土地利用を図る。 

  

これらのことから、県において川井野寄地区工業団地開発計画（開発面積

9.3ha）が平成 31年２月７日に決定した。 

 

（２）確約書に署名をした者の氏名 

    請求人が事実証明書（資料３番、４番１～３）として添付した確約書中の所

有者の氏名は、黒く塗られ文字が判明しないものであった。そのため、確約書

を受理した県に確約書の写しを求めたところ、次のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

（３）確認した産業廃棄物の内容等 

    請求人が事実証明書として添付した岩倉川井野寄工業団地造成事業 産業廃

事実証明書の番号 土地の表示 黒塗り部分（所有者氏名） 

資料３番 川井町萱野南 14番 Ａ 

資料４番１  Ｂ 

資料４番２ 野寄町中田 17番 Ｃ 

資料４番３  Ｄ 
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棄物結果報告№６（資料８番１）、同№５（資料８番２）においては、確認さ

れた産業廃棄物の有無についての記載部分が含まれていなかった。そのため、

同報告書を保管する市企業立地推進室から該当資料の写しを求めたところ、次

のとおり所見等が記載されていた。 

    

＜川井町萱野南 14番＞ 

トレンチ（試掘抗、一区画 1.5ｍ×2.0ｍ）１、２を設定し、重機（バックホ

ー）で１～1.6ｍほど掘削を行い、平面及び断面観察したところ、表土から地

表―30cmには細かなごみ等の混入が見受けられ、地表－130cmぐらいまでがれ

き類や鉄線などが混在する。したがって、本調査地は産業廃棄物が埋設されて

いる。 

 

＜野寄町中田 17番＞ 

トレンチ（試掘抗、一区画 1.5ｍ×2.0ｍ）１～４を設定し、重機（バックホ

ー）で１～2.5ｍほど掘削を行い、平面及び断面観察したところ、トレンチ１、

２などこの筆の中央部については地山を削って建設混合廃棄物を入れたよう

に見受けられた。また、トレンチ３、トレンチ４など周辺部については盛土の

際に建設混合廃棄物が混ざったように見受けられた。したがって、本調査地は

産業廃棄物の埋設が確認された。 

 

（４）県から令和３年６月までに廃棄物を処理するよう指示をした文書 

愛知県公営企業管理者企業庁長は、令和２年３月 13日付 31企工調第 397号

「岩倉川井野寄地区の廃棄物の処理について（通知）」で、岩倉市長に対して

令和３年６月 30日までに廃棄物の適正な処理をするよう通知している。 

 

（５）補正予算の議会での審議状況等 

市は、令和２年 12月（第４回）岩倉市議会に「議案第 102号 令和２年度岩

倉市一般会計補正予算（第８号）」を提出し、この中で、歳出予算 款６商工

費、項１商工費、目６企業立地推進費、事業名 企業立地推進事業 12節委託

料 産業廃棄物処理業務委託料 172,293千円の補正を含めて計上した。 

令和２年 12月３日の本会議で川井野寄地区での土地開発事業における土地

２筆から産業廃棄物が確認されたため、運搬及び処理に関する費用を計上する

旨の提案説明があった。令和２年 12月 7日の本会議ではこの廃棄物処理費用

についての質疑はなく、財務常任委員会に付託された。財務常任委員会は令和

２年 12月 10日に開催され、「補正予算を計上するまでの経過」、「処理費用の

見積り根拠」、「再発防止」、「廃棄物を含む土砂の最終処分地」、「廃棄物の処理

を行うことによる事業のスケジュールへの影響」、「業者選定の方法」、「損害賠
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償を求めるか」、「廃棄物を処理した土地であることを誘致した企業に伝える

か」、「見積額が適正か」について質疑があり、賛成多数で可決された。 

その後、令和２年 12月 22日の本会議で議案第 102号の採決が行われ、賛成

多数により、可決された。 

 

＜審議に当たっての市から議員への配布資料＞ 

№ 資料名 タイトル名 主な内容 配布日 

１ 令和２年 11 月 20 日

開催全員協議会事前

説明資料 

川井野寄工業団

地区域内におけ

る廃棄物につい

て 

区域概要、これ

までの経過、予

算措置について 

令和２年 11月 20

日前に会派ごとに

説明 

２ 令和２年度12月補正

予算の概要（人件費

を含む補正予算総額

説明資料） 

商工費 企業立

地推進費 企業

立地推進事業 

予算科目、補正

額、説明、特定

財源、補助率 

令和２年 11 月 20

日（全員協議会に

おける 12 月定例

会に提出予定の議

案についての説明

時） 

３ 令和２年度 12月補正

予算に係る新規及び

主要事業説明資料 

企業立地推進事

業 

補正予算額、財

源内訳、事業の

目的・効果、事

業の内容、積算

根拠 

令和２年 11 月 20

日（全員協議会に

おける 12 月定例

会に提出予定の議

案についての説明

時） 

４ 令和２年 12月（第４

回）岩倉市議会定例

会議案綴 

－ 款項目、補正前

額、補正額、計、

補正予算の財源

内訳、節、説明、

特定財源等 

令和２年 11 月 26

日（議会告示日） 

 

（６）産業廃棄物処理費用に係る費用、相手方、選定理由等 

    市は、２筆の土地で存在が確認された産業廃棄物の処理を次のように行った。

（２筆分を合わせて処理している。） 

 

№ 区  分 内  容 

１ 契約の相手方 大興・渡邊特定建設工事共同企業体（県が実施した「用地造

成事業 岩倉川井野寄地区 整地工事」と同じ業者） 
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２ 契約方法 随意契約 

３ 随意契約の根拠

及び理由 

根拠 地方自治法施行令第 167条の２第１項第６号 

理由 

・「用地造成事業 岩倉川井野寄地区 整地工事」の区域内

にあり、競争入札等を実施した場合、履行期間の短縮、経費

の削減が図られず、円滑で適切な履行の確保が困難となる。 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 21条の３の規定（土

木建築に関する工事が数次の請負によって行われる場合に

あっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理は、当該

建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を

営む者（元請業者）を事業者とする。）による。 

４ 契約日 令和３年 1月 12日（変更契約 令和３年３月 17日） 

５ 契約期間 令和３年 1月 13日～同年３月 29日 

６ 契約金額 112,860,000円（変更後） 

当初契約金額：155,100,000円 

７ 工事内容 産業廃棄物処理（混合廃棄物処理、埋戻及び埋戻し土運搬）

及び土壌調査 

 

（７）合意書の締結等に係る市及び県の事務処理について 

ア 市における手続 

     ＜川井町萱野南 14番＞ 

市は、令和３年２月９日付で「産業廃棄物処理に係る合意書について（伺 

い）」の起案を行い、市長までの決裁を令和３年２月 17日に得た。合意書

は、県、市及び旧所有者の３者により令和３年２月 24日付で締結された。

旧所有者からは、合意書に基づく処理負担額（405,720円）が令和３年２

月 24日に市に納付された。 

 

＜野寄町中田 17番＞ 

市は、令和３年２月４日付で「産業廃棄物処理に係る合意書について（伺

い）」の起案を行い、市長までの決裁を令和３年２月５日に得た。合意書は、

県、市及び旧所有者の３者により令和３年２月 26日付で締結された。旧所

有者からは、合意書に基づく処理負担額（1,312,150円）が令和３年３月

５日に市に納付された。 

 

イ 県における手続 

＜川井町萱野南 14番＞ 
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県は、岩倉市長から令和３年２月 18日付岩企立発第 100号「廃棄物処理

に関する合意書の締結について（依頼）」により、合意書を締結したいので、

異存がなければ押印のうえ、合意書２通を返送くださいとの依頼を受け、

令和３年２月 19日付で起案を行い、工務調整課長までの決裁を令和３年２

月 24日に得た。合意書は、県、市及び旧所有者の３者により令和３年２月

24日付で締結された。 

 

＜野寄町中田 17番＞ 

県は、岩倉市長から令和３年２月 26日付岩企立発第 107号「廃棄物処理

に関する合意書の締結について（依頼）」により、合意書を締結したいので、

異存がなければ押印のうえ、合意書２通を返送くださいとの依頼を受け、

令和３年２月 26日付で起案を行い、工務調整課長までの決裁を令和３年２

月 26日に得た。合意書は、県、市及び旧所有者の３者により令和３年２月

26日付で締結された。 

 

（８）３者合意により旧所有者が支払った額等 

合意書により、旧所有者が土地売買代金の１割分についての負担義務があ

ることを県、市及び旧所有者により合意した内容は次のとおりである。 

＜川井町萱野南 14番＞ 

合意書の日付 旧所有者 合意書による支払額 土地売買代金（参考） 

令和３年 

２月 24日 

Ａ 405,720円 

（4,057,200円×1/10） 

4,057,200円 

(＠16,100円×252㎡) 

 

＜野寄町中田 17番＞ 

合意書の日付 旧所有者 合意書による支払額 土地売買代金（参考） 

令和３年 

２月 26日 

Ｂ、Ｃ、Ｄ 1,312,150円 

（13,121,500円×1/10） 

13,121,500円 

(＠16,100円×815㎡） 

※旧所有者の持ち分割合は 1/3。土地売買契約書は、旧所有者１人ごとに作成

されており、Ｂ及びＣの土地売買代金は 4,373,833円、Ｄの土地売買代金は

4,373,834円であった。 

 

（９）この請求に関係する議会の議決について 

   議会の議決に関して、この請求に関係すると思われる規定は次のとおりで

ある。 

 

ア 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 
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〔議決事件〕 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければ

ならない。 

一 条例を設け又は改廃すること。 

二 予算を定めること。 

三 決算を認定すること。 

四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴

収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 

五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を 

締結すること。 

六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しく 

は支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しく

は貸し付けること。 

七 不動産を信託すること。 

八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定め 

る基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。 

九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。 

十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除く

ほか、権利を放棄すること。 

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利 

用をさせること。 

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、 

訴えの提起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法

第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下

この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項におい

て同じ。）に係る同法第十一条第一項（同法第三十八条第一項（同法第四十

三条第二項において準用する場合を含む。）又は同法第四十三条第一項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による普通地方公共団体を被告とする訴

訟（以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三

項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。）に係るものを

除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方

公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あっせん、調停及び仲裁

に関すること。 

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 

十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関する

こと。 

十五 その他法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む。）によ
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り議会の権限に属する事項 

２ 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公

共団体に関する事件（法定受託事務に係るものにあっては、国の安全に関

することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でな

いものとして政令で定めるものを除く。）につき議会の議決すべきものを定

めることができる。 

 

イ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号） 

〔地方自治法第九十六条第一項第五号及び第八号に規定する基準〕 

第百二十一条の二 略 

２ 地方自治法第九十六条第一項第八号に規定する政令で定める基準は、財

産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、そ

の金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らな

いこととする。 

別表第四（第百二十一条の二関係） 

不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い

（土地については、その面積が都道府県にあっ

ては一件二万平方メートル以上、指定都市にあ

っては一件一万平方メートル以上、市町村にあ

っては一件五千平方メートル以上のものに係

るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の

買入れ若しくは売払い 

 

都道府県 

千円 

７０，０００ 

指定都市 ４０，０００ 

市 ２０，０００ 

町村 ７，０００ 

 

ウ 岩倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 法第 96条第１項第８号の規定により、議会の議決に付さなければな

らない財産の取得又は処分は、予定価格 20,000,000円以上の不動産若しく

は動産の買入れ若しくは売払い（土地については１件 5,000平方メートル

以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しく

は売払いとする。 

 

２ 監査委員の判断 

(１) 確約書と開発基本協定書の関係と合意書が不整合であるといえるか。 

土地売買契約前の平成 30年８月 23日、平成 30年９月 29日、平成 30年

10月14日及び平成30年10月15日に旧所有者から県に提出された確約書は、

「私が所有する下記土地の地上及び地下に、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第２条第１項に定める廃棄物がある場合、又はあなたに売り渡した後に
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当該廃棄物が発見されたときは、自費で、かつ、責任を持って撤去します」

と記載されており、これは、旧所有者が県に対して、売り渡す土地に廃棄物

がある、又は廃棄物が発見されたときは、旧所有者が自費で、かつ、責任を

もって廃棄物を撤去することを確約するものであるといえる。 

    平成 31年４月 15日に県と市で締結された開発基本協定書は、岩倉川井野

寄地区内陸用地造成事業について、県及び市が円滑かつ早期に完了するよう

事業の推進を図り、相互に協力するために締結したもので、県及び市の役割

分担等について定めている。廃棄物の処理に関しては、第 18条第１項で「乙

（市）は甲（県）による都市計画法第 36条第１項の工事完了の届出の日まで

に、開発区域内の土地に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項に

定める廃棄物が確認された場合には、すみやかに旧地権者へ撤去を指示し、

撤去が履行されないときは、甲（県）が指定する日までに乙（市）が適正に

処理する」と規定し、第 20条第２項第９号では乙（市）が負担する費用とし

て「第 18条に定める廃棄物の処理に要するもの」と規定している。 

これらのことから確約書と開発基本協定書の関係は、旧所有者は県に対し

て廃棄物がある、又は発見されたときは旧所有者が自費で、かつ、責任をも

って撤去することを確約書において確約しているが、廃棄物が確認された場

合は、基本協定書に基づき、市が旧所有者に対して廃棄物の撤去を指示し、

旧所有者において廃棄物の撤去が履行されないときは県が指定する日までに

市が市の費用負担により当該廃棄物を適正に処理することを定めたものであ

ると認められる。従って、基本協定書は、廃棄物の処理費用を市が旧所有者

の代わりに立て替えることは定めていない。 

また、令和３年２月 24日及び令和３年２月 26日に県、市及び旧所有者で

締結した合意書は、市が旧所有者に代わって基本協定書第 18条に基づき廃棄

物を適正に処理すること及び旧所有者が市に対して処理費用のうち土地売買

代金の１割を負担することを認め市に土地売買代金の１割に当たる額を納入

することを定めており、不整合ではない。 

 

(２) 合意書の締結に際して議会の議決を経なかったことは、違法又は不当な手続

に当たるといえるか。 

令和２年 12月議会において、市は、産業廃棄物処理費用 172,293千円の補

正予算を提出し可決された。この補正予算は、処理費用（歳出）の増額補正

を行うものであり、旧所有者から市への処理費用の負担分に係る歳入予算の

補正は行われていない。 

一方、法第 96条第 1項において、「普通地方公共団体の議会は、次に掲げ

る事件を議決しなければならない。」と定め、議決すべき事件として 15項目

を列挙している。市は、合意書の締結に関して市長までの決裁行為により手
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続を行っているが、このことに関して議会の議決が必要であったのかを検討

する。 

今回の事例で関連すると思われるのは、法第 96条第１項のうち、次の３号

である。 

ア 第８号「前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政

令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。」 

イ 第 10号「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場 

合を除くほか、権利を放棄すること。」 

ウ 第 12号「普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申   

立て、訴えの提起（略）、和解（略）、あっせん、調停及び仲裁に関するこ

と。」 

 

ア 第８号の該当性について 

第８号でいう「その種類及び金額について政令で定める基準」とは、地

方自治法施行令第百二十一条の二第２項により別表第四で定められ、種類

は、「不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益

権の買入れ若しくは売払い」と定められている。不動産は、民法第 86条第

1項により「土地及びその定着物」とされ、動産は同条第２項により「不

動産以外のもの」とされているが、別表第四では「買入れ」か「売払い」

に限られている。今回の事例は「買入れ」と「売払い」のいずれにも当た

らないため、第８号には該当しない。なお、第８号に基づき制定された「岩

倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第

３条は、地方自治法施行令別表第四と同じ内容となっている。 

 

イ 第 10号の該当性について 

   「権利を放棄すること」について、『新版逐条地方自治法（第９次改訂

版）』（松本英昭著 学陽書房）によれば「地方公共団体の有する権利を放

棄することであり、権利の「放棄」とは、権利者の意思行為により権利を

消滅させること」である。ここでいう「権利の放棄」は、主として債権の

放棄について規定されたものと解釈されており（行政実例（昭和 30年 11

月 2日自丁行発第 166号）参照）、債権とは、法第 240条第１項で「金銭の

給付を目的とする普通地方公共団体の権利」と定めており、『新版逐条地方

自治法』によれば「地方税、分担金、使用料、手数料等の法令又は条例に

基づく収入金に係る債権であると、物件の売払代金、貸付料等の契約に基

づく収入金に係る債権であるとを問わない。」としている。今回の事例が債

権に当たるかを検討すれば、平成 30年 8月から 10月にかけて、県は開発

検討区域の各土地の所有者に対して、「私が所有する下記土地の地上及び地
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下に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項に定める廃棄物が

ある場合、又はあなた（県）に売り渡した後に当該廃棄物が発見されたと

きは、自費で、かつ、責任をもって撤去します。」と記載した確約書に署名、

押印させて提出させており、平成 31年 4月 15日に県と市の間で開発基本

協定書を締結し、同協定第 18条において、「市は開発区域内の土地に廃棄

物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項に定める廃棄物が確認された

場合には、すみやかに市が旧地権者へ撤去を指示し、撤去が履行されない

ときは、県が指定する日までに市が適正に処理する」ことが定められてい

る。令和元年 11月、12月に２筆の土地から産業廃棄物が発見され、市は

基本協定書に基づき、旧所有者に、令和元年 12月 27日、令和２年１月 22

日に産業廃棄物の撤去を指示した。その後、令和２年 11月まで旧所有者と

話し合いが行われ、令和２年 11月に市が産業廃棄物の処理費用全額を負担

し、旧所有者は土地売買代金の１割を市に支払うことで合意した。この合

意は、令和３年２月に合意書として県、市、旧所有者の間で締結されてい

る。この合意書において、第３項で、「旧所有者は本件土地の売買代金の額

に鑑み、本件廃棄物に関する処理費用のうち、土地売買代金の１割につき

負担義務があることを認め」と記載し、第４項で「県及び市は旧所有者に

対し、本件廃棄物に関する処理費用については、本合意書に基づくものの

ほか一切の請求をしない」と定めている。このような経緯及び合意書の内

容から、旧所有者には県に対して確約書に基づく廃棄物の処理義務が発生

していたが、基本協定書に基づき市が廃棄物を適正に処理したことで、市

は旧所有者に対する「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」

が存在していたと認められる。これは民法第 446条（保証人は、主たる債

務者がその債務を履行しないときに、その債務を履行する責任を負う。）と

同様と考えられ、市が支払った処理費用を旧所有者に求償する権利を有し

ていた。市が処理費用のうち土地売買代金の１割を除いた部分を求償する

権利を合意書により放棄したことは、法第 96条第１項第 10号の議決事件

に該当すると認められるので、違法である。 

      なお、第 10号は、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定

めがある場合を除くほか」とあるが、今回の合意書に関して、法律若しく

はこれに基づく政令又は条例に特別の定めはない。また、令和２年 12月議

会における補正予算についての市議会財務常任委員会における質疑で、市

からは旧所有者が処理費用の一部として土地売買代金の１割を市に支払う

こと等旧所有者との交渉と合意に至った経緯の説明がなされたが、法第 96

条第１項第 10号が普通地方公共団体の議会の議決事項として権利の放棄

を規定している趣旨は、「その放棄の可否は、住民の代表である議会が、損

害賠償請求権の発生原因、賠償額、債務者の状況、放棄することによる影
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響・効果等を総合考慮した上で行う良識ある合理的判断にゆだねられてい

る」（平成18年７月20日東京高等裁判所判決）ことであることからすれば、

議会に対して権利の放棄をその目的とする議案であることを示していると

はいえず、法第 96条第１項第 10号による議決と認めることはできない。 

 

ウ 第 12号の該当性について 

第 12号は、「普通地方公共団体が当事者である審査請求その他の不服申

立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁」をする場合は議会の

議決が必要であると定めているところ、今回の事件について関連するのは、

「和解」であるので、合意書の締結が「和解」に該当するかを検討する。 

 『新版逐条地方自治法』によれば、「和解」とは「民法第 695条の規定に

よる民事上の争議の和解、民事訴訟法第 89条の訴訟上の和解及び同法第

275条の訴訟提起前の和解のすべてを含む。」とされている。民法第 695条

は「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめること

を約することによって、その効力を生ずる。」と規定されており、この規定

について『新・判例コンメンタール民法８』（篠塚昭次・前田達明編 三省

堂）によれば、和解契約の成立は「当事者間に争いが存在すること」「争い

を止めるために互譲があること」「争いが当事者の処分しうるものであるこ

と」の３つを要件としている。今回の合意書に照らせば、「市と旧所有者の

間に処理費用の負担についての争いが存在し」「争いをやめるために市が処

理費用を負担し、旧所有者が処理費用として土地売買代金の１割を負担す

るという互譲があり」「処理費用の負担についての争いが、市と旧所有者の

間で処分できるもの」に該当していることから、和解であると認められる。

従って、市と旧所有者が処理費用の負担について合意書により和解したこ

とは、法第 96条第１項第 12号の議決事件に該当すると認められるので、

違法である。 

 なお、令和２年 12月議会における補正予算についての市議会財務常任委

員会における質疑で、市からは旧所有者が処理費用の一部として土地売買

代金の１割を市に支払うこと等旧所有者との交渉と合意に至った経緯の説

明がなされたが、法第 96条第１項第 12号が普通地方公共団体の議会の議

決事項として和解を規定している趣旨は、「地方公共団体が、紛争の一方当

事者として、民事上あるいは行政上の紛争を解決しようとする際には、そ

の結果が地方公共団体に大きな影響を与える場合もあり得ることにかんが

み、その紛争解決のための手段の選択やその内容等につき、議会の議決を

要するものとしている」（平成７年９月４日福島地方裁判所判決）ことであ

ることからすれば、議会に対して和解をその目的とする議案であることを

示しているとはいえず、法第 96条第１項第 12号による議決と認めること



 32 

はできない。 

 

(３) 合意書により旧所有者の処理費用の負担を土地売買代金の１割としたこと

は、違法又は不当な合意に当たるといえるか。 

この合意書により旧所有者の処理費用の負担を土地売買代金の１割に免責

したことの違法性・不当性を判断する以前の問題として、 (２)で述べたよう

に、そもそもこの合意をするに当たっては法第 96条第１項第 10号に基づく

権利の放棄及び同項第 12号に基づく和解に関する議決が必要であるところ、

市はこの議決を行っていないことから違法な合意である。 

次に、違法な合意であることを理由として、合意書を取り消すことができ

るかを検討すると、市においては議会の議決を経ていない違法な合意である

といえるが、旧所有者は、合意書の締結に当たって議会の議決が必要である

ということを知らなかった善意の第三者であると考えられる。また、先行す

る原因行為に違法事由が存する場合、その原因行為を前提としてされた行為

の効力はどうなるかについて、平成 25年３月 21日最高裁判所判決において、

「普通地方公共団体が締結した支出負担行為である契約が違法に締結された

ものであるとしても、それが私法上無効でない場合には、当該普通地方公共

団体が当該契約の取消権又は解除権を有しているときや、当該契約が著しく

合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過しえな

い瑕疵が存し、かつ、客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消

することができる特殊な事情があるときでないかぎり、当該契約の履行とし

て支出命令を行う権限を有する職員は支出命令を行ってはならないという財

務会計上の義務を負うものとはいえない」と判示されている。これを本件に

照らすと、合意書は私法上無効ではなく、市は合意書の取消権又は解除権を

有しておらず、客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消するこ

とができる特殊な事情があるときとはいえない。 

 

(４) 市に損害が発生しているといえるか 

市が処理費用を負担し、旧所有者は土地売買代金の１割を市に支払う合意

をすることについては、（２）に記載のとおり、本合意が「権利の放棄」及び

「和解」に該当するから、地方自治法第 96条第１項第 10号及び第 12号の規

定により、議会の議決が必要であった。しかしながら、合意書の締結に当た

っては、議会の議決を経ていないから、合意による旧所有者からの支払額

1,717,870円と処理費用112,860,000 円との差額111,142,130 円が市に発生

している損害となる。 

合意書の締結について、市は市長決裁により意思決定されている。市は、

旧所有者から廃棄物の処理費用を求めるなら土地を返還してもらいたいと言
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われていた中で、旧所有者から土地売買代金の１割の費用負担をするという

回答が得られたため合意したとしているが、これらの事情を考慮したとして

も、議会の議決による場合でなければ、権利の放棄及び和解をしてはならな

いのであるから、市長が処理費用を土地売買代金の１割で合意したことは、

市長に委ねられた裁量権を逸脱したものといわざるを得ず、地方自治法第 96

条第１項第 10号及び第 12号に反する違法があったものと認められる。従っ

て、市長は、市が被った損害につき賠償責任を負うものである。 

 

(５) 合意書の追認について 

昭和 59年 10月 31日和歌山地方裁判所の判決によれば「右和解契約は、地

方自治法 96条１項 11号（現行 12号）にいう「和解」に該当し、市議会の議

決を得なければならないが、事後的ではあるが、その議決が得られており、

現段階においては、右議決を経ない本件公金支出の瑕疵は治癒され、本件公

金支出は適法となる」と判示されており、明治 45年５月 17日大審院第２民

事部判決においても、「村長か村会の決議を経すして村の為め為したる法律行

為と雖（いえど）も後日村会か之に対して承認を与ふるに於ては其行為の有

効なることは論を竢（ま）たす」（原文カタカナ、括弧部分読み追加）とされ

ている。 

また、先に述べたように、法第 96条第１項第 10号で普通地方公共団体の

権利を放棄することを議会の議決事件とした趣旨は「その放棄の可否は、住

民の代表である議会が、損害賠償請求権の発生原因、賠償額、債務者の状況、

放棄することによる影響・効果等を総合考慮した上で行う良識ある合理的判

断にゆだねられている」ためであり、法第 96条第１項第 12号で普通地方公

共団体が和解することを議会の議決事件とした趣旨は、「地方公共団体が、紛

争の一方当事者として、民事上あるいは行政上の紛争を解決しようとする際

には、その結果が地方公共団体に大きな影響を与える場合もあり得ることに

かんがみ、その紛争解決のための手段の選択やその内容等につき、議会の議

決を要するものとしている」ことであり、いずれも住民による直接の選挙を

通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である

議会に審査させ、その結果議会の議決が得られた場合に限ってこれを許すこ

ととする点にあるものと解される。 

これらを本件についてみると、合意書の締結は、地方自治法第 96条第１項

第 10号及び第 12号の規定により議決を必要とするから、議会の議決（追認）

を経たときは、これらの規定による議決を欠いた瑕疵は治癒されることとな

る。 

 

(６) 結論 
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以上のとおり、旧所有者が負担する処理費用を土地売買代金の１割とした

合意が違法又は不当な財産の管理に当たるか検討した結果、合意書の締結に

当たり議会の議決を経ていないので、違法な財産の管理に当たり市に損害が

生じていると判断した。 

 

３ 監査の結果 

本件請求については、合議により次のように決定した。 

本件請求について、監査委員は、市長に対し、次のとおり勧告する。 

 

勧 告 

（１）市長は、合意書により産業廃棄物の処理費用として旧所有者から市に支払

われた1,717,870円と産業廃棄物の処理費用112,860,000 円の差額に相当す

る額 111,142,130 円を岩倉市長久保田桂朗に請求すること。 

（２）市長は、（１）の措置を講じないときは、旧所有者と合意書を締結し旧所有

者に対する債権を放棄したことについて、地方自治法第 96条第１項第 10号

及び第 12号の規定による議会の議決を経ること。 

（３）（１）又は（２）の措置は、令和３年 10月６日までに講じること。 

 


